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役場からのお知らせ

  

第
３
次
南
会
津
町
総
合
振
興
計
画　

自
然
と
人
が
笑
顔
を
育
む
ま
ち

第
３
次
南
会
津
町
総
合
振
興
計
画　

自
然
と
人
が
笑
顔
を
育
む
ま
ち

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
と
も
に
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き
る　

み
ん
な
の
ふ
る
さ
と
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～
と
も
に
生
き
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み
ん
な
の
ふ
る
さ
と
～
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施
策
❾

　
良
好
な
居
住
環
境
の
整
備

施
策
の
目
指
す
姿

◇
町
民
と
の
合
意
形
成
に
よ
る
道
路
の

　

整
備
や
良
好
な
土
地
利
用
が
図
ら
れ

　

て
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と

◆
常
に
、
最
適
な
住
環
境
の
整
備
を
心

　

が
け
ま
す
。

◆
互
い
に
助
け
合
い
、
協
力
し
な
が
ら

　

生
活
し
ま
す
。

昨年開通した田島バイパス

 

施
策
❿

　
持
続
可
能
な
上
下
水
道

施
策
の
目
指
す
姿

◇
水
道
施
設
、
水
源
の
維
持
管
理
が
適

　

正
に
行
わ
れ
、
安
定
的
な
水
道
水
が

　

供
給
さ
れ
、
効
率
的
な
水
道
事
業
の

　

経
営
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

◇
下
水
道
計
画
区
域
内
の
管
路
整
備
、

　

処
理
施
設
の
適
正
な
維
持
管
理
が
進

　

ん
で
お
り
、
計
画
的
か
つ
安
定
的
な

　

下
水
道
事
業
の
経
営
が
行
わ
れ
て
い

　

ま
す
。

わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と

◆
水
道
・
下
水
道
料
金
を
き
ち
ん
と
納

　

め
ま
す
。

◆
異
物
（
油
や
生
ご
み
な
ど
）
を
流
さ

　
な
い
よ
う
生
活
排
水
に
注
意
し
ま
す
。

ホームページ
はコチラ

  【問合せ】
　総合政策課  企画政策係
　　　　　　　　　電話  0241-62-6210

 

施
策
⓬

　
災
害
・
犯
罪
へ
の
備
え

施
策
の
目
指
す
姿

◇
自
主
防
災
・
防
犯
組
織
の
活
性
化
に

　

よ
り
自
助
・
共
助
力
が
高
ま
っ
て
い

　

ま
す
。

わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と

◆
ご
近
所
同
士
で
声
を
か
け
合
い
な
が

　

ら
、
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を

　

目
指
し
ま
す
。

◆
犯
罪
や
詐
欺
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ

　

う
に
日
頃
か
ら
正
し
い
知
識
の
習
得

　

に
努
め
ま
す
。

◆
家
庭
で
も
備
蓄
品
の
用
意
を
心
が
け

　

ま
す
。

　

来
月
号
は
、
目
標
の
柱
④
「
世
代
を

超
え
て
「
南
会
津
愛
」
を
育
む
″
共
育
〟

の
ま
ち
づ
く
り
」
に
つ
い
て
掲
載
し
ま

す
。

目標の柱③　快適で充実した生活が送れる魅力ある生活基盤づくり

 

施
策
⓫

　
町
民
み
ん
な
に
や
さ
し
い
交
通

施
策
の
目
指
す
姿

◇
公
共
交
通
の
利
便
性
が
向
上
し
、
町

　

民
み
ん
な
が
移
動
し
や
す
い
ま
ち
に

　

な
っ
て
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と

◆
安
全
・
安
心
な
公
共
交
通
を
利
用
し

　

ま
す
。

◆
公
共
交
通
の
便
利
な
使
い
方
を
み
ん

　

な
で
学
び
ま
す
。

  

南
会
津
町
は「
結
婚
し
た
い
」
を
応
援
し
ま
す

南
会
津
町
は「
結
婚
し
た
い
」
を
応
援
し
ま
す
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 芳賀　美
み き

紀さん（福渡）

【連絡先】
 電話 ：0241-78-2772
 携帯 ：070-6614-3522
 mail ：aguri0226@icoud.com

　

町
で
は
、
結
婚
を
希
望
す
る
皆
さ
ん

を
応
援
す
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で

出
会
い
の
機
会
を
提
供
し
、
結
婚
を
サ

ポ
ー
ト
し
ま
す
。

【
縁
結
び
サ
ポ
ー
タ
ー
】

　

結
婚
を
希
望
さ
れ
る
方
の
相
談
に
応

じ
て
、
お
相
手
の
紹
介
や
引
き
合
わ
せ

を
担
う
な
ど
、
結
婚
ま
で
の
活
動
を

２
人
３
脚
で
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
縁
結
び

サ
ポ
ー
タ
ー
、
ま
た
は
、
総
合
政
策
課

企
画
政
策
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

LIN
E

で
の
問
い
合
わ
せ
も
可
能
で
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
結
婚
サ
ポ
ー
ト
企
業
・
団
体
】

　

町
内
に
勤
務
す
る
独
身
男
女
の
出
会

い
や
交
流
を
応
援
し
た
い
企
業
・
団
体

が
「
南
会
津
町
結
婚
サ
ポ
ー
ト
企
業
・

団
体
」
と
し
て
登
録
し
て
い
ま
す
。

　

登
録
企
業
・
団
体
と
町
担
当
窓
口
に

よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
独
身
男

女
の
出
会
い
・
交
流
の
場
を
創
出
し
ま

す
。

（
６
月
末
時
点
、
登
録
数
25
）

【
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
】

　

こ
れ
ま
で
町
で
は
、
結
婚
を
応
援
す

る
方
を
対
象
に
し
た
セ
ミ
ナ
ー
や
独
身

者
を
対
象
に
し
た
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し

ま
し
た
。
今
年
度
は
、
独
身
者
に
限
定

せ
ず
、
男
女
別
に
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

【
出
合
い
創
出
イ
ベ
ン
ト
】

　

町
の
資
源
を
活
か
し
、
新
た
な
出
会

い
の
場
を
創
出
す
る
た
め
、
３
回
の
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

●
開
催
時
期
と
テ
ー
マ

　

７
月
：
自
然
・
星
空
観
賞
（
終
了
）

　

11
月
：
ア
ロ
マ
調
香
体
験

　

２
月
：
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド

【
オ
ン
ラ
イ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
】

　

Slack
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ッ
ト

ツ
ー
ル
を
利
用
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上

で
交
流
し
、
繋
が
り
を
深
め
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
「
ミ
ィ
ズ
」
を
立
ち
上
げ
ま
し

た
。
地
域
の
ニ
ュ
ー
ス
や
イ
ベ
ン
ト
の

情
報
を
共
有
し
た
り
、
時
に
は
一
緒
に

活
動
を
す
る
仲
間
を
つ
く
る
な
ど
新
た

な
交
流
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

Slackへの
参加は
コチラ

 矢沢　鉄
て つ お

雄さん（永田）

【連絡先】
 電話 ：0241-64-5383
 携帯 ：090-4632-8851
 mail ：tetsuo741630@outlook.jp

  【問合せ】
　総合政策課  企画政策係
　　　　　　電話  0241-62-6210

 星　　善
よしみつ

光さん（戸中）

【連絡先】
 電話 ：0241-78-2411
 携帯 ：090-9031-7753

 酒井　惣
そういち

一さん（鴇巣）

【連絡先】
 携帯 ：090-2799-0303
 mail ：live.lemon@docomo.ne.jp

LINE登録
はコチラ

 澤田けい子さん（長野）

【連絡先】
  電話 ：0241-62-2514
  ※午後６時～午後８時

 星　美
み や こ

矢子さん（針生）

【連絡先】
  電話 ：0241-64-2519
  携帯 ：080-1802-3312

 五十嵐公
こ う じ

治さん（和泉田）

【連絡先】
  携帯 ：090-3752-2350

縁結びサポーターの皆さん
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役場からのお知らせ

　　　南会津町役場
　　　　　　　五十嵐 日向子 主事

南会津地方広域市町村圏組合消防本部
　　　　　　　　　   佐藤 幸介 消防士

　南会津消防の一員
として住民の心身と
財産を守っていきま
しょう！

　南会津町を素敵な
地域にしたいという
仲間の応募を待って
います。

  

町
職
員
お
よ
び
一
部
事
務
組
合
職
員

町
職
員
お
よ
び
一
部
事
務
組
合
職
員

  　
　
　
　

採
用
候
補
者
試
験（
高
校
卒
程
度
）
の
ご
案
内

　
　
　
　

採
用
候
補
者
試
験（
高
校
卒
程
度
）
の
ご
案
内
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南会津町 南会津地方環境衛生組合 南会津地方広域市町村圏組合

 ■ 受験資格（学歴は問いません）
 ・日本国籍を有し、地方公務
　員法第16条に該当しない方
 ・平成14年４月２日から平成
　18年４月１日までに生まれ
　た方

 ・日本国籍を有し、地方公務
　員法第16条に該当しない方
 ・昭和63年４月２日から平成
　18年４月１日までに生まれ
　た方

 ・日本国籍を有し、地方公務
　員法第16条に該当しない方
 ・平成８年４月２日から平成
　18年４月１日までに生まれ
　た方
 ・普通自動車免許（ＡＴ限定
　を除く）を取得している方、
　または取得見込みの方

 ■ 試験職種・採用予定人数
一般事務　４人程度 技能労務職　若干名 消防　若干名

 ■ 試験日時
 第１次試験　日時：９月17日（日）午前９時開始
 ※第２次試験については、第１次試験合格者に対し、別途通知します。
 ■ 試験場所

 第１次試験
 　県立南会津高等学校本校舎（南会津町田島字田部原260）

 第１次試験
 　南会津地方広域市町村圏
　 組合消防本部・消防署庁舎
 　（南会津町田島字西上川原乙65）

 ■ 試験内容
 ❶ 第１次試験
 　 教養試験、各種検査
 ❷ 第２次試験
 　 小論文、集団討論、面接

 ➊ 第１次試験
 　 　教養試験、各種検査
 ❷ 第２次試験
 　 　面接、作文

 ❶ 第１次試験
 　 教養試験、適性検査、
  　体力試験
 ❷ 第２次試験
 　 口述、作文、身体検査

 ■ 申込方法
申込方法や試験の詳細は、各ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

 ■ 申込締切
８月10日（木）同日必着

 ■ 申込み・問合せ
 総務課  総務係
 　　　　電話  0241-62-6100
 舘岩総合支所  町民課  総務係
　　　　 電話  0241-78-3320
 伊南総合支所  町民課  総務係
 　　　　電話  0241-76-7711
 南郷総合支所  町民課  総務係
 　　　　電話  0241-72-2111

 総務課  総務係
 　　　　電話  0241-67-2480

 事務局  総務係
 　　　　電話  0241-62-0054
 消防本部  総務課  総務係
 　　　　電話  0241-63-3118
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農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
7
月
か
ら

9
月
ま
で
を「
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
月
間
」

と
定
め
、
農
地
の
利
用
状
況
を
調
査
・        

点
検
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
遊
休
農
地
の
実
態

把
握
や
、
農
地
の
無
断
転
用
の
早
期

発
見
に
努
め
、
農
地
の
荒
廃
を
最
小
限

に
食
い
止
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。
調
査
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
所

有
者
に
対
し
、
農
地
利
用
の
意
向
を
確

認
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

な
お
、
調
査
に
あ
た
り
、
農
業
委
員

お
よ
び
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

が
、
農
地
に
立
ち
入
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

【
調
査
の
流
れ
】

➊
農
業
委
員
お
よ
び
農
地
利
用
最
適
化

　

推
進
委
員
が
、
町
内
全
域
の
農
地
を

　

パ
ト
ロ
ー
ル

➋
調
査
・
点
検
結
果
を
集
計

❸
遊
休
農
地
な
ど
の
所
有
者
に
対
し
、

　

農
地
利
用
の
意
向
を
確
認

　

・
農
地
中
間
管
理
機
構
に
貸
し
付
け

　

・
あ
っ
せ
ん
を
希
望
す
る

　

・
自
ら
受
け
手
を
探
す

　

・
自
ら
耕
作
す
る

農地の貸し借りには、必ず手続きを！

　■ 手続きの方法は？
　　 次の 3 つの方法あります。
　Ａ 農地法に基づく許可申請
　Ｂ 農業経営基盤強化促進法に基づく
　　 「利用権設定」の申し出
　Ｃ 農地中間管理事業推進法に基づく契約
　※正しい手続きを踏まない「ヤミ小作」は、
　　違法行為です。トラブルが発生しても、
　　法的に守られません。

お手軽な「利用権設定」

　■ 「利用権設定」のメリット
　　農地法に基づく許可申請が不要な上、
　契約期間満了後に、貸した農地が確実に
　返還されるため、再度安心して貸すこと
　ができます。
　■ 手続きは簡単！
　　貸付人と借受人で話し合い、利用権
　設定申出書に必要事項を記入の上、提出
　いただくだけです。

知って得する農業者年金

　■ 農業者年金加入のメリット
　　国民年金に加入している農業者であれ 
　ば、誰でも加入することができます。
　・ 保険料は選択制で、全額控除対象
　・ 経営状況に応じ、保険料の増減が可能
　・ 積み立て方式で、運用益は非課税
　・ 終身年金で、長い老後をサポート
　・ 一定の要件を満たす方には、保険料の
　　国庫補助制度あり

農地転用には許可が必要です

　■ 農地転用とは？
　　農地を農地以外の地目に変更すること
　を指し、県知事などの許可が必要です。
　　許可を受けず農地を転用すると、原状
　回復命令や罰則の適用があります。また、
　届け出をせず、土を盛ったり、資材など
　の置き場にすることもできません。
　　課税地目にかかわらず、登記地目が農地
　であれば、農地法が適用されます。

　【問合せ】
農業委員会事務局  電話  0241-62-6320

注意事項
　　意向が守られなかった場合は、翌年から
　当該農地に対する固定資産税の軽減措置が
　適用されず、課税額が約 1.8 倍となります。
　　ただし、農地中間管理機構への貸し付け
　を希望しても、機構側が借り受けできない
　と判断する場合があります。この場合は、
　課税の強化は行われません。

  

農
地
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に

農
地
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に

  　
　
　
　
　
　

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
　

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
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　　　　　南会津地方環境衛生組合
　　　　　　　　　菊地 修斗 技能員

　生まれ育った町の
環境を守っていくた
め共に働いてみませ
んか。
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役場からのお知らせ

　

国
民
健
康
保
険
制
度
の
被
保
険
者
証

が
、
８
月
１
日
に
更
新
さ
れ
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
７
月
下
旬

に
世
帯
主
宛
て
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
紛
失
な
ど

に
注
意
し
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。
新
し
い
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限

は
、８
月
１
日
か
ら
翌
年
７
月
31
日

ま
で
で
す
。

　

な
お
、
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
に

は
被
保
険
者
証
と
高
齢
受
給
者
証
が

一
体
と
な
っ
た
「
被
保
険
者
証
兼
高

齢
受
給
者
証（
兼
証
）」
が
交
付
さ
れ

ま
す
。
兼
証
に
は
医
療
費
の
負
担
割

合
や
発
効
期
日
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
被
保
険
者
証

は
、
有
効
期
限
を
過
ぎ
次
第
、
各
自
責

任
を
持
っ
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。
個

人
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

取
り
扱
い
に
は
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

被保険者証の有効期限について

　　令和６年７月 31 日までに 70 歳を迎える方、負担
　割合が変わる方、75 歳を迎える方（後期高齢者
　医療制度に移行）は、有効期限が異なります。

　  【問合せ】
住民生活課  国保年金係　　　  電話  0241-62-6120
舘岩総合支所  町民課  住民係　電話  0241-78-3345
伊南総合支所  町民課  住民係　電話  0241-76-7712
南郷総合支所  町民課  住民係　電話  0241-72-2224 

【
注
意
事
項
】

▼
保
険
医
療
機
関
な
ど
を
受
診
さ
れ
る

　

場
合
は
、
被
保
険
者
証
を
必
ず
窓
口

　

で
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方
に
は
、

　

誕
生
日
の
翌
月
に
兼
証
を
交
付
し

　

ま
す
。

▼
保
険
医
療
機
関
な
ど
で
支
払
う
負
担 

　

割
合
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 

・
18
歳
以
下
の
方
（
18
歳
を
迎
え
た
日 

　

か
ら
最
初
に
迎
え
る
３
月
末
ま
で
）

　

は
、
０
割

 

・
19
歳
か
ら
69
歳
ま
で
は
、
３
割

 

・ 

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
は
、
兼
証
に
記

　

載
さ
れ
た
割
合

▼
転
出
な
ど
で
被
保
険
者
の
資
格
を

　

喪
失
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
役
場
の

　

窓
口
へ
被
保
険
者
証
を
返
却
し
て

　

く
だ
さ
い
。

▼
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
た

　

場
合
や
、
被
扶
養
者
と
な
っ
た
場
合

　

は
、
14
日
以
内
に
役
場
の
窓
口
へ
届

　

け
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
被
保
険
者
証
の
記
載
事
項
（
住
所
・  

　

氏
名
・
世
帯
主
な
ど
）　

に
変
更
が

　

あ
っ
た
場
合
も
、
14
日
以
内
に
役
場

　

の
窓
口
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
特
別
な
事
情
な
く
国
民
健
康
保
険
税

　

を
滞
納
し
て
い
る
場
合
は
、
被
保
険

　

者
証
を
ご
返
却
い
た
だ
く
場
合
が
あ

　

り
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
税
は
、
医

　

療
給
付
の
大
切
な
財
源
で
あ
る
た
め
、

　

納
付
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

　

い
し
ま
す
。

  

国
民
健
康
保
険
制
度
の
被
保
険
者
証
が

国
民
健
康
保
険
制
度
の
被
保
険
者
証
が

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

８
月
１
日
に
更
新
さ
れ
ま
す

８
月
１
日
に
更
新
さ
れ
ま
す
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有 効 期 限

交 付 年 月 日

住 所

氏 名

生 年 月 日

3 9 0 7 0 0 0 0

資 格 取 得 年 月 日 ○○年○○月○○日

後 期 高 齢 者 医 療 被 保 険 者 証

令 和 6 年 7 月 31 日

令 和 5 年 8 月 1 日

被 保 険 者 番 号 12345678

被
保
険
者

　福島市広域一丁目○○番地

　広域　太郎 男

昭和○○年○○月○○日　　　

発 効 期 日 ○○年○○月○○日

一 部 負 担 金
の 割 合

○割

保 険 者 番 号
並 び に 保 険
者 の 名 称 及
び 印

福島県後期高齢者医療広域連合

印

みほん

オ
レ
ン
ジ

　

75
歳
以
上
の
方
が
加
入
す
る
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
証
が
、

８
月
１
日
に
更
新
さ
れ
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証（
オ
レ
ン
ジ
色
）

は
、
7
月
下
旬
に
加
入
者
本
人
宛
て
に

郵
送
し
ま
す
。
お
手
元
に
届
き
ま
し
た

ら
、
紛
失
な
ど
に
注
意
し
、
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。
新
し
い
被
保
険
者

証
の
有
効
期
限
は
、８
月
１
日
か
ら

翌
年
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
被
保
険
者
証

（
ピ
ン
ク
色
）
は
、
有
効
期
限
が
過
ぎ

次
第
、
各
自
責
任
を
持
っ
て
処
分
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
個
人
情
報
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
取
り
扱
い
に
は

十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
世
帯
員
全
員
の
住
民
税
が

非
課
税
で
あ
る
場
合
、
申
請
の
あ
っ
た

ご
家
庭
を
対
象
に
交
付
す
る
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
認
定
証
」
の
有
効

期
限
も
、
7
月
31
日
で
す
。

　

引
き
続
き
交
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
新
た
に
申
請
が
必
要
で
す
。
8
月

31
日
ま
で
に
、
必
ず
担
当
窓
口
で
更
新

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

後期高齢者医療保険料のお知らせ
　　75 歳を迎えられた方や、年金から保険料の天引き
　ができない方を対象に「後期高齢者医療保険料賦課
　決定通知書・納入通知書」を８月上旬に郵送します。

　  【問合せ】
住民生活課  国保年金係　　　  電話  0241-62-6120
舘岩総合支所  町民課  住民係　電話  0241-78-3345
伊南総合支所  町民課  住民係　電話  0241-76-7712
南郷総合支所  町民課  住民係　電話  0241-72-2224 

後期高齢者医療被保険者証

  

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

  　

被
保
険
者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

　

被
保
険
者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す
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0 歳から 69 歳までの方に交付する
国民健康保険被保険者証

70 歳から 74 歳までの方に交付する
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証（兼証）

  

町
の
各
種
申
請
・
届
出
書

町
の
各
種
申
請
・
届
出
書

  

押
印
の
見
直
し
を
進
め
て
い
ま

押
印
の
見
直
し
を
進
め
て
い
ま
すす
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町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ま
の
負
担
軽

減
と
行
政
手
続
き
の
簡
素
化
を
目
的

に
、
各
種
申
請
書
や
届
出
書
へ
の
認
印

の
押
印
を
不
要
と
す
る
よ
う
、
見
直
し

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

押
印
の
見
直
し
の
対
象
は
、
主
に
町

が
独
自
に
定
め
て
い
た
手
続
き
に
関
す

る
も
の
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
引

き
続
き
押
印
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

【
押
印
が
必
要
な
書
類
】

➊
国
、
県
お
よ
び
他
団
体
の
法
令
、
条

　【問合せ】  
　　　総務課  総務係  電話  0241-62-6100

例
、　

様
式
等
に
基
づ
い
て
押
印
が
義

務
付　

け
ら
れ
て
い
る
も
の

➋
法
令
等
に
基
づ
く
「
契
約
書
」
や
そ

　

れ
と
同
様
の
性
質
の
あ
る
も
の

　
（「
覚
書
」
や
「
誓
約
書
」
等
）

➌
契
約
事
務
に
関
係
す
る
「
見
積
書
」、

　
「
請
求
書
」や「
領
収
書
」の
よ
う
な
、

　

支
出
根
拠
書
類
と
な
る
も
の

➍
登
録
さ
れ
て
い
る
印
鑑
を
押
印
し
、

　

印
鑑
証
明
書
と
照
合
す
る
必
要
の
あ

　

る
も
の

注意事項

　　見直し後の書類に、引き続き記名押印いた
　だいても問題はありません。
　　個別の様式や手続きについて、詳しくは各
　担当課にお問い合わせください。
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役場からのお知らせ

  

家
庭
教
育
講
座「
パ
パ
マ
マ
わ
く
わ
く
子
育
て
教
室
」

家
庭
教
育
講
座「
パ
パ
マ
マ
わ
く
わ
く
子
育
て
教
室
」

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
加
者
募
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
加
者
募
集
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中
央
公
民
館
で
は
、
子
育
て
世
代
の

家
族
を
対
象
に
、「
パ
パ
マ
マ
わ
く
わ

く
子
育
て
教
室
」
を
開
設
し
ま
す
。
学

習
会
は
、
毎
月
１
回
で
内
容
に
よ
っ
て

託
児
室
を
設
け
ま
す
の
で
、
気
軽
に
ご

参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
育
児
の
不
安
や
ス
ト

レ
ス
を
和
ら
げ
、
子
育
て
と
将
来
の
ラ

イ
フ
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

【
開
催
場
所
】

　

御
蔵
入
交
流
館

　

※
第
３
回
は
、
奥
会
津
博
物
館

【
募
集
人
員
】

　

３
歳
以
下
の
乳
幼
児
を
お
持
ち
の
親

子
15
組

【
受
講
料
】

　

無
料

※
た
だ
し
、材
料
費
は
自
己
負
担
で
す
。

　【問合せ】  
　　中央公民館（御蔵入交流館内）  電話  0241-62-5511

開催日時・内容

第１回
７月24日（月） 午前10時～正午

開講式、ふれあい遊び

第２回
８月20日（日） 午前10時～正午

子育てパパとママの「生活設計」

第３回
９月15日（金） 午前10時～正午

町の文化に触れよう（藍染体験）

第４回
10月17日（火） 午前10時～正午

絵本で遊ぼう

第５回
11月８日（水） 午前10時～正午
親子のコミュニケーション（親業）

第６回
12月19日（火） 午前10時～午後１時

食育について（調理実習）

第７回
１月23日（火） 午前10時～正午

親子のふれあい（親子体操）

第８回
２月27日（火） 午前10時～正午
元気に外遊び、情報交換、閉講式

  

南
会
津
マ
ス
タ
ー
コ
ー
ス

南
会
津
マ
ス
タ
ー
コ
ー
ス

  　

音
楽
講
座
＆
修
了
コ
ン
サ
ー
ト

　

音
楽
講
座
＆
修
了
コ
ン
サ
ー
ト
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　【問合せ】  生涯学習課  芸術文化係  0241-62-6311

  

令
和
５
年
度
二
十
歳
の
つ
ど
い

令
和
５
年
度
二
十
歳
の
つ
ど
い

  　
　
　
　
　
　
　

を
開
催
し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　

を
開
催
し
ま
す
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本
年
度
、
二
十
歳
を
迎
え
る
皆
さ
ま

の
新
た
な
人
生
の
門
出
を
お
祝
い
す
る

た
め
、
下
記
に
よ
り
南
会
津
町
二
十
歳

の
つ
ど
い
を
開
催
し
ま
す
。

【
開
催
日
時
】

　

８
月
15
日
（
火
）

　

式　

典
：
午
前
11
時

　

記
念
撮
影
：
午
前
11
時
40
分 

【
開
催
場
所
】

　

御
蔵
入
交
流
館　

文
化
ホ
ー
ル

【
対
象
者
】

　

平
成
15
年
４
月
２
日
～
平
成
16
年
４

月
１
日
に
生
ま
れ
た
方
で
、
町
内
に
住

所
を
有
す
る
方
、
ま
た
は
、
町
立
中
学

校
に
在
籍
し
て
い
た
方
。

※
住
所
を
町
外
に
移
し
た
方
な
ど
で
、

　

町
の
成
人
式
に
出
席
を
希
望
さ
れ
る

　

場
合
は
、
問
合
せ
先
へ
ご
連
絡
く
だ

　

さ
い
。

【
出
欠
報
告
】

　

対
象
の
方
に
は
６
月
下
旬
に
開
催
案

内
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

出
欠
報
告
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　【問合せ】  生涯学習課  生涯学習係  電話  0241-62-5511
ホームページ

はコチラ

受付時間について

　　混雑防止のため、出身中学校によって受付時間を
　分けてご案内します。なるべく下記の時間にお越し
　ください。
　※午前 10 時以降であれば指定時間外でも受付可能です。

田島中学校
町立中学校出身者以外 午前10時～午前10時20分

荒海中学校 ・舘岩中学校
南会津中学校

午前10時20分
　　　　～午前10時40分

【
申
込
方
法
】

　

次
の
申
込
フ
ォ
ー
ム
か
ら
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

【
申
込
締
切
】

　

 

７
月
18
日
（
火
）

申込み
フォームは

コチラ

親子体操の様子 絵本で遊ぼう 託児の様子

　

毎
年
夏
季
に
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
桐

朋
学
園
芸
術
短
期
大
学
の
松
井
康
司
教

授
主
催
に
よ
る
音
楽
講
座
及
び
マ
ス
タ

ー
コ
ー
ス
修
了
コ
ン
サ
ー
ト
が
開
催
さ

れ
ま
す
。

【
開
催
日
時
】

　

８
月
３
日
（
木
）

　

午
後
１
時
30
分
開
場
予
定

➊
音
楽
講
座

　
　

午
後
２
時
～
午
後
２
時
40
分

◆
テ
ー
マ

　

歌
を
歌
っ
て
体
内
活
性
化
！

　

ヴ
ォ
イ
ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
な
が
ら

　
「
夏
の
思
い
出
」を
歌
い
ま
し
ょ
う
！

➋
修
了
コ
ン
サ
ー
ト

　
　

開
演
：
午
後
３
時

　
　

終
演
予
定
：
午
後
４
時
15
分

【
開
催
場
所
】

　

御
蔵
入
交
流
館　

文
化
ホ
ー
ル

【
入
場
料
】

　

無
料

　

直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。


